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船舶事故調査報告書 

 

 

   船種船名 モーターボート 海洋丸 

   船舶番号 ２７０－４１０７１広島 

   総トン数 ５トン未満（長さ６.７０ｍ） 

 

   事故種類 乗揚 

   発生日時 平成２０年１１月２６日 １２時１０分ごろ 

   発生場所 広島県呉市上蒲刈島沖 

         蒲刈荷島灯台から真方位２１９°８０ｍ付近 

         （概位 北緯３４°１１.５′ 東経１３２°４５.７′） 

 

 

                       平成２１年５月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 モーターボート海洋丸は、船長が１人で乗り組み、広島県呉市広
ひろ

長浜
ながはま

の係留地を発

して同市上蒲刈
かみかまがり

島の南東沖に向かい、開通した豊
とよ

島
しま

大橋の写真撮影と釣りを終えた後、

上蒲刈島北東岸と荷
に

島
しま

との間の水路を通航中、平成２０年１１月２６日（水）１２時

１０分ごろ水面下の干出岩に乗り揚げた。 

 同船には、プロペラ翼、舵等に曲損が生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１１月２８日、本事故の調査を担当する主管調査
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官（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年１２月９日、１０日、平成２１年１月２７日、２８日、３０日 

 口述聴取 

  平成２１年１月２９日、３０日 現場調査 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 海洋丸（以下「本船」という。）船長の口述によれば、本事故が発生するまでの経過

は、次のとおりであった。 

 本船は、船長が１人で乗り組み、開通して間もない上蒲刈島と豊島との間に架かる

豊島大橋を撮影する目的で、平成２０年１１月２６日１０時１０分ごろ広島県呉市広

長浜の係留地を発し、昼過ぎには帰港する予定で同橋付近に向かった。 

船長は、下蒲刈
しもかまがり

島と上蒲刈島南方沖を経由して尾
お

久
く

比
び

島と二
ふた

窓
まど

島との間を通過し、

１０時５９分ごろ豊島大橋の南方２,４００ｍ付近に到着して同橋の写真撮影を行っ

た。 

 船長は、豊島大橋付近に釣り船が数隻いたので、写真撮影を終えた後、釣りをする

ことを思い立ち、同橋付近から尾久比島北西沖にかけて釣り場を移動しながら釣りを

行った。 

 船長は、正午を知らせるサイレンを聞き、釣りを止めて急いで帰港することとした

が、往路とは異なる上蒲刈島北方を経由した方が航程を短縮できるのではないかと思

い、上蒲刈島の東岸沿いに北上した後、十数年前に１度だけ他の小型船で通航した経

験のある上蒲刈島北東岸と荷島の間（以下「荷島西方水路」という。）を通航すること

にした。 

 船長は、日本測地系の旧海図第１１０８号（安芸灘及び広島湾）を部分的に白黒で

複写したもの(以下「複写図」という。)とＨ－１４７Ｗヨット・モーターボート用 
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参考図※1を備え付けていたが、普段は下蒲刈島南西沖、下黒
しもぐろ

島沖、安居
あ い

島沖などの慣

れた釣り場に出かけていたことから、これらにより水深や危険な暗岩や干出岩などを

調査することはなかったので、複写図及び同参考図を船首部の物入れに収めたままに

していた。 

 船長は、蒲刈荷島灯台から１８４°（真方位、以下同じ。）３,１００ｍ付近の釣り

場を発進し、操縦席で立って手動操舵にあたり、豊島大橋の中央付近に向けて航行し

た。 

 船長は、豊島大橋付近で針路を約３４６°として上蒲刈島の東岸沿いに北上し、 

１２時０８分ごろ蒲刈荷島灯台から１５５°７９０ｍ付近において針路を約３３０°

に転じ、荷島西方水路に向けて航行中、１２時１０分ごろ同灯台から２１９°８０ｍ

付近において、荷島の南西側に拡延した水面下の干出岩に乗り揚げた。 

 船長は、棒で岩を突いたりして離礁を試みたが、離礁しなかったので、１２時

２５分ごろ海上保安庁に通報し、約１時間後に巡視艇のゴムボートに移乗して救助さ

れ、本船は、知人が手配した漁船によって１８時５０分ごろ離礁し、えい
．．

航されて係

留地に戻った。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年１１月２６日１２時１０分ごろで、発生場所は、

蒲刈荷島灯台から２１９°８０ｍ付近であった。 

（付図１ 周辺海域図、付図２ 推定航行経路図、付図３ 乗揚場所 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

 船長の口述、損傷写真及び修理見積書によれば、本船には、プロペラ、プロペラ軸

及び舵に曲損が生じた。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許証 

    船長 男性 ６７歳 

     二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

                         
※1 「ヨット・モーターボート用参考図」とは、財団法人日本水路協会が、海上保安庁の許可を受けて

編集・発行しているもので、ヨット・モーターボートなどの操船者が使いやすいように編集されたガ

イドのための図をいう。 
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      免許登録日 昭和５２年７月８日 

      免許証交付日 平成１６年１２月１３日 

             （平成２２年６月２１日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 

    船長の口述によれば、昭和５２年に四級小型船舶操縦士免許を取得し、同年、

小型船を購入して釣りに出かけるようになった。５９歳で会社を退職してから

は、年に２０回くらい釣りに出かけており、荷島西方水路については、十数年

前に１度だけ、長さ約５ｍで船尾喫水約０.５ｍの船外機付きの小型船で通航

したことがあった。その時は、同水路の水深について何の知識もなかったが、

無事通航することができた。 

  (3) 健康状態 

    船長の口述によれば、健康状態は、普通で持病はなく、聴力は正常で、視力

は両眼とも裸眼で０.５であり、眼鏡は使用していない。事故当日は、疲れも

眠気もなかった。 

  (4) 救命胴衣の着用 

    船長の口述によれば、膨張式の救命胴衣を着用していた。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  ２７０－４１０７１広島 

  船  籍  港  広島県呉市 

  船舶所有者  個人所有 

  Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ６.７０ｍ×１.７０ｍ×０.４５ｍ 

  船    質  ＦＲＰ 

  機    関  ディーゼル機関１基 

  出    力  ４０.４５kＷ（連続最大） 

  推  進  器  プロペラ１個 

  用    途  快遊船 

  航 行 区 域  平水区域 

 

2.5.2 設備、性能等 

  船長の口述によれば、次のとおりである。 

   (1) 本船は、操舵室がない和船型で船体中央部に機関囲室があり、その後部に

操縦席があって、操縦席の上部から船尾付近にかけて天幕が張られていた。

操縦席には、操縦ハンドル及び機関操作レバーのほか、ＧＰＳ付きの魚群探
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知機が設置されていたが、船長は、いつもは魚群探索のためにだけ使用して

おり、ＧＰＳの表示方法を知らなかったので、事故当時は電源を切っていた。

事故当時、船体、機関及び機器類には、不具合又は故障はなかった。 

(2) 事故当時、機関回転数毎分３,０００(rpm)で航行しており、係留地から 

小立場
こ た ち ば

島までの所要時間は約５５分であった。 

 

2.5.3 積載状態 

船長の口述によれば、出港時の喫水は、船首０.２０ｍ、船尾０.９５ｍであった。 

 

 2.5.4 荷島南西側の干出岩の視認状況 

  船長の口述によれば、事故当時、立って手動操舵を行っていたので、水平線が船

首よりも上方に見えており、前方の見通しは良好であった。事故前には、乗り揚げ

た干出岩は見えなかったし、海の色の変化にも気付かなかった。事故後に潮がひい

たとき、乗り揚げた干出岩が露出したのが見えた。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値 

  事故現場の北東約０.６３㎞に位置する久比地域気象観測所の気象観測結果によ

れば、同観測所の事故当日１２時００分の観測値は、風向静穏、風速０.０m/s 及び

降水量０.０㎜であった。 

 

2.6.2 乗組員等の観測 

  船長の口述によれば、事故当時、天気は晴れで、風も波もなかった。 

 

2.6.3 潮汐 

  海上保安庁ホームページ掲載のリアルタイム験潮データによれば、事故現場の西

北西１８.４㎞に位置する呉港の潮汐は、次のとおりである。 

  ① 事故発生時刻における潮汐は、下げ潮の中央期で、潮高は約２１０㎝であっ

た。 

② 現場調査時（平成２１年１月２９日）における潮汐は、次表のとおりであっ

た。 
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（写真１ 荷島西方水路の状況(①～④) 参照） 

 

２.７ 事故水域に関する情報 

2.7.1 荷島西方水路の状況 

   (1) 海図Ｗ１４１(安芸灘及び付近)によれば、荷島西方水路は、蒲刈港(港則法

の適用港)の東端に位置し、上蒲刈島とその東方の荷島との間の幅約２３０ｍ

の水路である。同水路は、上蒲刈島北東岸から荷島にかけて東西に延びる 

２本の２ｍ等深線により囲まれて水色に色分けされ、水深が浅いことが示さ

れている。また、上蒲刈島北東端の岸線から約５０～７０ｍ、蒲刈荷島灯台

から南西側に約８０～９０ｍ沖までそれぞれ干出岩が拡延している。 

   (2) 現場調査によれば、事故発生時とほぼ同じ潮高となったとき、荷島周辺に

は、干出した岩は視認できなかった。 

 

2.7.2 本船備付けの水路図誌等についての情報 

   (1) 船長の口述によれば、本船には、世界測地系の海図Ｗ１４１を始め水路図

誌を備え付けていなかった。また、本船の複写図は、本船の前所有者から引

き継いだものであり、主要な島の海岸線が緑色の蛍光ペンで塗色されていた

が、複写図が不鮮明であるため、荷島西方水路の水深や干出岩の拡延状況を

調査することができない状態であった。 

   (2) 本船のＨ－１４７Ｗヨット・モーターボート用参考図には、荷島付近及び

上蒲刈島北東岸に拡延する干出岩の図載がなく、注意書きとして、「詳細な情

報及び最新の情報については海図を参照すること」と記載されている。しか

し、船長の口述によれば、本船の同参考図では、注意書きの部分が欠損して

いた。 

時   刻 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30

潮 高

(cm) 
234 218 200 183 168 155 143 132 122 112 101

写真１ ① ② ③        ④ 
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３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

   (1) ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

     船長は、１２時００分過ぎに蒲刈荷島灯台から１８４°３,１００ｍ(豊島 

    大橋の南南西約１,６００ｍ)付近の釣り場を発進し、同大橋の中央付近に向 

    けて北上した。そして、豊橋大橋付近で針路を約３４６°とし、１２時 

    ０８分ごろ蒲刈荷島灯台から１５５°７９０ｍ付近において、針路を 

    約３３０°に転じて荷島西方水路に向けて航行した。 

   (2) 2.5.2(2)から、本船は、約１０.４海里の航程を所要時間約５５分で航行 

    しているので、事故当時、約１１.３ノット（kn）の対地速力で航行していた 

    ものと考えられる。 

   (3) ２.１から、本船は、荷島西方水路を航行中、荷島の南西側に拡延する干出

岩に乗り揚げたものと考えられる。 

 

3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、事故発生日時は、平成２０年１１月２６日１２時１０分ごろで、発生

場所は、蒲刈荷島灯台から２１９°８０ｍ付近であったものと考えられる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４(1)から、船長は、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

   (2) 船舶 

     2.5.2(1)から、本船の船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかった 

    ものと考えられる。 

 

 3.2.2 事故当時の気象及び海象 

  2.6.1 及び 2.6.2 から、事故当時は、天気晴れで、風はほとんどなく、海上は平

穏であったものと考えられる。 

 

 3.2.3 荷島南西側の干出岩の視認状況 

  ２.３、2.5.4、2.6.3 及び 3.1.2 から、乗揚場所付近に拡延している干出岩は、
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事故当時、水面下に没していたため、船長は、同干出岩を視認することができな 

かったものと考えられる。 

 

 3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１、２.７及び 3.2.3 から、次のとおりである。 

   (1) 船長は、荷島西方水路を通航するにあたり、荷島の南西側に干出岩が拡延 

    していることに気付かなかったものと考えられる。 

   (2) 船長が、荷島の南西側に干出岩が拡延していることに気付かなかったのは、 

    事故当時、干出岩が水面下に没していたため、視認することができなかった 

    ことによるものと考えられる。 

   (3) 船長は、普段、係留地とよく出かける釣り場との間の慣れた海域を航行し 

    ていたことから、水路図誌等により水路調査を行う習慣がなかった可能性が 

    あると考えられる。 

   (4) 船長が十数年前に他の小型船で荷島西方水路を１度だけ無難に通航できた 

    経験があったことが、本事故発生に関与した可能性があると考えられる。 

   (5) 船長が、海図Ｗ１４１を備え付けており、同海図によって荷島付近の水路 

    調査を注意深く行っていれば、蒲刈荷島灯台の南西側に干出岩が拡延してい 

    ることに気付いて、荷島西方水路を通航しなかった可能性があると考えられ 

    る。 

 以上のことから、船長が荷島の南西側に干出岩が拡延していることに気付かなかっ

たため、水面下に没していた干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

 

 

４ 原 因 

 

 本事故は、本船が、広島県上蒲刈島北東岸に沿って帰航中、干出岩が拡延している

荷島西方水路を通航する際、荷島の南西側に干出岩が拡延していることに気付かずに

通航したため、水面下に没していた干出岩に乗り揚げたことにより発生したものと考

えられる。 

船長が荷島の南西側に干出岩が拡延していることに気付かずに通航したのは、干出

岩が水面下に没していたため、視認することができなかったことによるものと考えら

れる。 
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付図１ 周辺海域図 
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1200 ごろ発進 

付図２ 推定航行経路図 
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付図３ 乗揚場所 
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        ①                    ②          

   
１４：００ ２３４㎝           １４：１５ ２１８㎝ 

        ③                   ④            

    

１４：３０ ２００㎝           １６：３０ １０１㎝    

写真１ 荷島西方水路の状況 
（写真下に記載の時刻は写真撮影時刻、潮高は海上保安庁ホームページ掲載のリア

ルタイム験潮データ（基準港呉港）による。） 




